
長 野 市 請 負 工 事 成 績 評 定 要 領 

（趣旨） 

第１ この要領は、長野市が発注する請負工事の成績評定（以下「評定」という。）に必

要な事項を定め、公平かつ的確な評定を行い、もって受注者の適正な選定及び指導育

成に資することを目的とする。 

（評定の範囲） 

第２ 評定の範囲は、長野市が発注する請負工事のうち、１件の請負金額が 130 万円を

超えるしゅん工検査において実施するものとする。 

（評定者） 

第３ 評定者は、担当課検査職員、監督職員、検査職員とし、各評定者の定義は次に掲

げるとおりとする。 

(1) 担当課検査職員 

工事担当課の所属長、又は所属長が指定した職員をいう。 

 (2) 監督職員 

長野市契約規則第46条の規定により工事の監督を行う職員をいう｡ 

 (3) 検査職員 

長野市契約規則第49条の規定により工事の検査を行う職員をいう｡ 

（評定の方法） 

第４ 評定者は、工事ごとに監督又は検査により確認した事項に基づき、独立して公正

かつ公平に評価するものとする。 

２ 工事成績評定通知書は、別記様式第１-１によるものとする。 

３ 評定は、別紙-１～３の考査項目別運用表により行うものとする。 

４ 評定項目の「法令遵守等」は当該工事における状況を考慮するものとし、工事完了

後において事実が生じた場合も対象とする。 

５ 工事部門の選定は、別紙４の長野市請負工事成績評定部門選定表によるものとする。 

（評定の除外） 

第５ 下記の各号に該当する場合は評定を実施しないことができる。 

(1) 災害復旧等の応急工事もしくは緊急工事で比較的工期の短いもの。 

 (2) 会計局長が認めるもの。 

（工事評定点） 

第６ 工事評定点は、「法令遵守等」の評価項目を除き、評定者ごとの評定点に次に掲

げる配分率を乗じて求めた点数の合計点数を、四捨五入により整数とした点数とする。 

評定者別配分表 

評定者 担当課検査職員 監督職員 検査職員 

配分率 ０．２ ０．４ ０．４ 

２ 評定における、項目別評定点は別表１のとおりとする。 

３ 前項による評定点に「法令遵守等」の評価点を減じて評定点とする。 



（評定の時期及び順序） 

第７ 評定は、被評定工事のしゅん工確認後、下記に掲げる順序ですみやかに実施する

ものとする。 

(1) しゅん工確認後    工事担当課検査職員評定・監督職員評定 

(2) しゅん工検査完了後  検査職員評定 

（工事成績の判定） 

第８ 工事成績の判定は、前記評定の方法による評定点合計をもって、次の基準により

判定するものとする。 

判   定 工事成績評定点 

優 ８１～１００ 

良 ７１～８０ 

可 ５５～７０ 

やや不良 ４０～５４ 

不良 ４０ 未満 

（評定表の提出等） 

第９ 会計局長は、前項の評定表をとりまとめ、毎年ごとに工事成績結果一覧表等を長

野市優良工事表彰実施要領に基づき作成し、長野市請負工事審査委員会に提出するも

のとする。 

（評定結果の通知） 

第 10 市長は、評定が完了した場合は、遅滞なく当該工事の受注者に対して、評定の結

果を様式第１-１により通知するものとする。 

（評定の修正） 

第 11 市長は、第 10 の通知した後、当該評定を修正する必要があると認められる場合

は、修正しなければならない。 

２ 市長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を様式第１-２により当該

工事の受注者に通知するものとする。 

（説明請求等） 

第 12 第 10 又は第 11 第２項による通知を受理した者は、通知を受けた日から起算して

10 日（長野市の休日を定める条例（平成２年条例第２号）第１条に規定する市の休日

（以下「休日」という。）を含まない。）以内に、市長に対し、書面により、評定の内

容についての説明を請求することができるものとする。 

２ 市長は、前項による説明の請求があった場合は、様式第２により回答するものとす

る。 

（再説明請求等） 

第 13 第 12 第２項の回答書を受理した者で、当該回答に不服のある者は、回答を受け



た日から起算して 10 日（休日を含まない。）以内に、市長に対し、書面により、再説

明を請求することができる。 

２ 市長は、前項による再説明の請求があった場合は、「長野市工事成績評定通知実施

要領」第９に基づき、長野市工事成績評定審査委員会の審議を経てから様式第３によ

り回答するものとする。 

附 則 

この要領は平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成 20 年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成 23 年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は平成 28 年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は平成 31 年４月１日から施行する。 



受注者
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2

3

4 点
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様式第1-1

　　年　　月　　日

　商号又は名称

しゅん工検査年月日 　　     年   月   日

長野市長

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書

面の通知を受けた日から起算して10日(｢休日｣を含まない。)以内に、書面により説明を

請求することができます。疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

　また、説明を求める場合の書面の送付先及び手続等についての問い合わせ先は、下記

のとおりです。

記

　代表者氏名

工事成績評定通知書

　貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき、評定した結果を通知しま

す。

工 事 の 名 称

工 事 の 場 所

工 期 　　年   月   日 ～ 　　年   月   日

評 定 点 　項目別評定点は、別表1のとおり

 送付先及び問い合わせ先 　〒380-8512　長野市大字鶴賀緑町1613番地

　　　　　　　長野市会計局検査課

　　　　　　　℡026-224-5013

（会計局検査課担当）
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※評定点合計は四捨五入により整数とする。

／　8.8　点

別表1

工　　事　　名

項　　目　　別　　評　　定　　点

評　定　項　目 細　　　別 評定点／満点

 施 　工 　管 　理 ／ 13.0　点

 工　 程　 管　 理 ／　8.1　点

 施 工 体 制 一 般 ／　3.3　点

 配　置　技　術　者 ／　4.1　点

／　5.7　点

 施工条件等への対応 ／  7.3  点工事特性（加点のみ）

／ 17.4　点

 出　 来　 ば　 え ／  8.5  点

 地域への貢献等 ／　5.2　点

創意工夫（加点のみ）

社会性等（加点のみ）

法令遵守（減点のみ）

 創意工夫

評　　定　　点　　合　　計 ／　100　点

施　工　状　況2

出来形と出来ばえ3

 対 　外 　関 　係 ／　3.7　点

 出　 　来　　　形 ／ 14.9　点

 品　　　　　　 質

 安　 全　 対　 策

1 施　工　体　制



受注者

1
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4 点

点
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様式第1-2

　　年　　月　　日

　商号又は名称

記

　代表者氏名

（会計局検査課担当）

工事成績評定修正通知書

　貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき、評定した結果を修正した

ので通知します。

長野市長

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書

面の通知を受けた日から起算して10日(｢休日｣を含まない。)以内に、書面により説明を

請求することができます。疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

　また、説明を求める場合の書面の送付先及び手続等についての問い合わせ先は、下記

のとおりです。

工 事 の 名 称

工 事 の 場 所

工 期 　　年   月   日 ～ 　　年   月   日

しゅん工検査年月日 　　     年   月   日

評 定 点

（　4　修正評定点 【評定点が修正された場合のみ】　）

 送付先及び問い合わせ先 　〒380-8512　長野市大字鶴賀緑町1613番地

　　　　　　　長野市会計局検査課

　　　　　　　℡026-224-5013
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※評定点合計は四捨五入により整数とする。

別表1

工　　事　　名

項　　目　　別　　評　　定　　点　（修　正）

評　定　項　目 細　　　別 評定点／満点

1 施　工　体　制

 施 工 体 制 一 般 ／　3.3　点

 配　置　技　術　者 ／　4.1　点

2 施　工　状　況

 施 　工 　管 　理 ／ 13.0　点

 工　 程　 管　 理 ／　8.1　点

 安　 全　 対　 策 ／　8.8　点

 対 　外 　関 　係 ／　3.7　点

3 出来形と出来ばえ

 出　 　来　　　形 ／ 14.9　点

 品　　　　　　 質

工事特性（加点のみ）  施工条件等への対応 ／  7.3  点

／ 17.4　点

 出　 来　 ば　 え ／  8.5  点

創意工夫（加点のみ）  創意工夫 ／　5.7　点

社会性等（加点のみ）  地域への貢献等 ／　5.2　点

法令遵守（減点のみ）

修　正　評　定　点　合　計 ／　100　点



様式第２

年 月 日

受注者

　商号又は名称

　代表者氏名

　　　　　年　　月　　日付けで、貴社から説明請求のあった評定内容について、下記

のとおり回答します。

　本説明書に不服があるときには、市長に対してその疑問の旨を付して、この書面の通

知を受けた日から起算して10日(｢休日｣を含まない)以内に書面により、再説明を請求す

ることができます。そして、疑問の旨に対する再説明は、書面により郵送いたします。

　また、再説明を求める場合の書面の送付先、及び手続き等についての問い合わせ先は

下記のとおりです

1 工 事 の 名 称

工 事 の 場 所

2 疑問に対する回答

3 送付先及び問い合わせ先 〒380-8512　長野市大字鶴賀緑町1613番地

長野市会計局検査課

　　　　　　℡026-224-5013

工事成績評定に係る説明書(回答)

記

（会計局検査課担当）

長野市長



様式第３

年 月 日

受注者

　商号又は名称

　代表者氏名 様

長野市長　　　　　　　 

　　　年　　月　　日付けで、貴社から再説明を求められました評定内容について

は、下記のとおり回答します。

1 工 事 の 名 称

工 事 の 場 所

2 疑問に対する回答

（会計局検査課担当）

工事成績評定に係る再説明書(回答)

記



様式第４

工事担当課名

課 長 氏 名 課 長 氏 名

※ 各評定者の評定点は少数第１位とする。

※ 評定点合計は四捨五入により整数とする。

※ 工事成績評定は評定点合計に基づき、

右記　【評定基準表】　より選定する。

工 事 場 所

検査番号

工　事　成　績　評　定　表

検 査 課

工 事 名

請 負 金 額 円

契 約 工 期

自 年 月 日

至 年 月 日

し ゅ ん 工 年 月 日 年 月 日

日

受 注 者 名

代 表 者 名

検 査 年 月 日 年 月

現 場 代 理 人 氏 名

評 定 者 評定点 / 満点 職　氏　名

担当課検査職員 点 / 20 点

監 督 職 員 点 / 40 点

評 定 点 合 計 点 / 100 点 優　　 良　 　可　　 やや不良　　 不良 ※

検 査 職 員 点 / 40 点

（検査課控え）

工 事 担 当 課 部　　門

【評定基準表】

100≧優≧81＞良≧71＞可≧55＞やや不良≧40＞不良



別　紙　４

造 成

※ 重複している工種、及び無い工種があるが、工事内容等から最も適当な部門を選定する。

長野市請負工事成績評定部門選定表

　　橋梁　　地下駐車場　　プール・地下貯留漕　　焼却施設　　終末処理場　　浄水場

　　砂防ダム ・ 堰堤　　流路　　地下排除　　斜面対策　　山腹

　　建築物（学校・市営住宅等公共施設）　　各種プレハブ　　上屋関係（処理場・配水池）

　　施設照明設備　　施設電気設備　　施設防災設備　　道路照明設備

　　揚水機場 ・ 排水機場　　下水処理場　　施設給排水衛生設備　　昇降機　　施設空調設備　　ポンプ設備

　　基盤整備　　植栽　　遊具等施設整備　　池　　グランド ・ コート整備

　　区画整理造成　　宅地造成　　圃
　ほ

場整備　　客土

　　自然育成　　ネットフェンス設置

　　揚水機場　　排水機場　　塗装　　解体

　　公衆トイレ　　屋根設置　　塗装　　解体　　四
あずまや

阿　　白蟻駆除

　　上水道管渠整備　　排水池築造　　下水道管渠整備（汚水・雨水）

9

10

河 川

構 造 物

砂 防 ・ 地 滑 り

建 築

電 気 設 備

機 械 設 備

上水道・下水道

公 園

3

4

5

6

7

8

1 道 路
　　道路改良　　側溝整備　　舗装　　トンネル ・ 洞門　　スノー シェッド　　ロックシェッド　　歩道設置

2

部　門　名

　　法面保護　　道路標識　　区画線　　防護柵等設置　　道路橋　　道路拡幅

　　樋門 ・ 樋管　　水門　水路トンネル　　伏越し
ふ せ こ

　　ため池築造　　浚渫
しゅんせつ

工　　　　種

　　河川改修　　用 ・ 排水路整備　　用水路橋　　護岸 ・ 根固　　親水路整備　　床止・床固


